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経済産業省 

システム監査基準 

 

平成 30年 4月 20日改訂 

 

前文（システム監査基準の活用にあたって） 

［１］システム監査の意義と目的 

システム監査とは，専門性と客観性を備えたシステム監査人が，一定の基準に基づ

いて情報システムを総合的に点検・評価・検証をして，監査報告の利用者に情報シス

テムのガバナンス，マネジメント，コントロールの適切性等に対する保証を与える，

又は改善のための助言を行う監査の一類型である。 

また，システム監査は，情報システムにまつわるリスク（以下「情報システムリス

ク」という。）に適切に対処しているかどうかを，独立かつ専門的な立場のシステム監

査人が点検・評価・検証することを通じて，組織体の経営活動と業務活動の効果的か

つ効率的な遂行，さらにはそれらの変革を支援し，組織体の目標達成に寄与すること，

又は利害関係者に対する説明責任を果たすことを目的とする。 

 

［２］システム監査基準の意義と適用上の留意事項 

「システム監査基準」（以下「本監査基準」という。）とは，情報システムのガバナ

ンス，マネジメント又はコントロールを点検・評価・検証する業務（以下「システム

監査業務」という。）の品質を確保し，有効かつ効率的な監査を実現するためのシステ

ム監査人の行為規範である。 

本監査基準は，組織体の内部監査部門等が実施するシステム監査だけでなく，組織

体の外部者に依頼するシステム監査においても適用される。 

本監査基準は，情報システムの安全性，信頼性，準拠性のみならず，情報システム

の戦略性，有効性，効率性等の監査もカバーし，かつ，中小規模の企業や，各府省庁，

地方公共団体，病院，学校法人等，各種組織体が各種目的をもってシステム監査を行

う場合にも利用できるように，汎用性のある内容となっている。 

なお，組織体の内部監査人がシステム監査を実施する場合には，日本内部監査協会

の「内部監査基準」又は内部監査人の国際組織 IIAの「専門職的実施の国際フレーム

ワーク」を，また情報セキュリティ監査制度に基づく監査を実施する場合においては，

「情報セキュリティ監査基準」をあわせて参照することが望ましい。 

 

(３)「システム監査基準」，「システム管理基準（骨子）」 
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